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第5章  主な事業箇所（後期） 

5-1 主な事業箇所一覧 

・後期計画として、2023(R5)年度から 2027(R9)年度までの 5 年間において実施する、国直轄、

県及び市町村の主な事業箇所を一覧表に示す。また、前期期間で完了した事業についても

参考に掲載する。 
 
・本プログラムに位置づけられた施策に関する全事業のうち、主な事業箇所一覧に記載する

国事業は、改築では総事業費 10 億円以上のみ、管理では 5 億円以上のみ、県事業は総事業

費 5 億円以上のみ、市町村事業は総事業費 1 億円以上のみを対象としている。（主な事業箇

所位置図については、市町村事業も総事業費 5 億円以上を記載。） 
 
・「交通安全施設の整備」における道路付属物の設置（交通安全Ⅱ種）、「橋梁等道路施設の修

繕」、「災害防除事業」及び「道路植栽の適正管理」に係る事業は、1 箇所として取り扱う。 
 
・各事業の総事業費及び事業期間は、本計画策定時点のものであり、今後の事業計画見直し

により変更もあり得る。（都市計画事業については、現在の事業認可期間を表示） 
 
・後期 5 年間における各事業の進捗状況（事業完了、事業継続、新規事業化）については、

整備目標として示すこととするが、今後の状況変化等により進捗状況は変動することを申

し添える。（事業期間の矢印の破線表示     にて表現） 
 
・主な事業箇所一覧については、毎年度末に事業進捗状況を踏まえて更新を行う。 

（最終更新日：2025 年 3 月末日） 
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5-2 主な事業箇所位置図（※県事業、市町村事業ともに総事業費 5 億円以上を記載） 

（1）北部圏域 

 

方針 1：観光をはじめとする様々な産業の振興を支える道路 

方針 2：災害に強く安全、安心な暮らしを支える道路 

方針 3：人及び環境に優しく、快適な暮らしを支える道路 

方針 4：離島地域の生活を支える道路 

2025.3 時点 
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（２）中部圏域 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025.3 時点 方針 1：観光をはじめとする様々な産業の振興を支える道路 

方針 2：災害に強く安全、安心な暮らしを支える道路 

方針 3：人及び環境に優しく、快適な暮らしを支える道路 

方針 4：離島地域の生活を支える道路 
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（３）南部圏域 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2025.3 時点 

方針 1：観光をはじめとする様々な産業の振興を支える道路 

方針 2：災害に強く安全、安心な暮らしを支える道路 

方針 3：人及び環境に優しく、快適な暮らしを支える道路 

方針 4：離島地域の生活を支える道路 
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（４）宮古圏域 

 
 
 

2025.3 時点 

方針 1：観光をはじめとする様々な産業の振興を支える道路 

方針 2：災害に強く安全、安心な暮らしを支える道路 

方針 3：人及び環境に優しく、快適な暮らしを支える道路 

方針 4：離島地域の生活を支える道路 
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（５）八重山圏域 

 

2025.3 時点 

方針 1：観光をはじめとする様々な産業の振興を支える道路 

方針 2：災害に強く安全、安心な暮らしを支える道路 

方針 3：人及び環境に優しく、快適な暮らしを支える道路 

方針 4：離島地域の生活を支える道路 


